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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一面側に一対の電極を備えた発光素子と、前記一対の電極の表面の一部が露出するよ
うに前記発光素子を覆う封止部材と、を備えた光源部材を準備する工程と、
　発光面となる第１主面と、前記第１主面と反対側の第２主面であって、底面及び側面を
備える凹部を有する第２主面と、を備える導光板を準備する工程と、
　前記凹部の側面から離間するよう、前記凹部の底面上に、前記一対の電極を上にして前
記光源部材を載置する工程と、
　前記凹部の側面と前記光源部材との間を埋設し、前記一対の電極を含む光源部材を被覆
する被覆部材を配置する工程と、
　前記一対の電極が露出するまで前記被覆部材を除去する工程と、
　前記発光素子と電気的に接続する金属膜を形成する工程と、
を備える発光モジュールの製造方法。
【請求項２】
　前記被覆部材は、前記光源部材の側面と、前記凹部の側面と接するように形成される、
請求項１に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記被覆部材は、トランスファモールド、ポッティング、印刷、スプレーのいずれかの
方法で形成される、請求項１又は請求項２に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項４】
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　前記被覆部材は、前記光源部材から出射される光に対して６０％以上の反射率を有する
、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項５】
　前記被覆部材は、酸化チタンを含む、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の発
光モジュールの製造方法。
【請求項６】
　前記凹部の開口部の大きさは、前記光源部材の大きさの３００％より小さい大きさであ
る、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項７】
　前記凹部の開口部の深さは、前記光源部材の高さと同等以下である、請求項１から請求
項６のいずれか１項に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項８】
　前記導光板は、前記導光板の前記第１主面側に光学機能部を備える、請求項１から請求
項７のいずれか１項に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項９】
　前記光学機能部は、錐体状又は錐体台状の凹みである、請求項８に記載の発光モジュー
ルの製造方法。
【請求項１０】
　前記封止部材は、透光部材と反射部材と、を備える、請求項１から請求項９のいずれか
１項に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項１１】
前記封止部材は、波長変換部材を含む、請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の
発光モジュールの製造方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、発光モジュールの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード等の発光素子を用いた発光装置は、液晶ディスプレイのバックライトや
ディスプレイ等の各種の光源として広く利用されている。
　例えば、特許文献１に開示される光源装置は、実装基板に実装される複数の発光素子と
、複数の発光素子のそれぞれを封止する半球状のレンズ部材とその上に配置された発光素
子からの光が入射される拡散部材を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－３２３７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のような光源装置では、実装基板と拡散板との間の距離をレ
ンズ部材の厚みよりも大きくする必要があり、十分な薄型化が達成できない可能性がある
。
【０００５】
　そこで、本開示は、薄型化が可能な、導光板と発光素子とを備える発光モジュールを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本開示にかかる発光モジュールの製造方法は、以下の構成を備える。
　同一面側に一対の電極を備えた発光素子と、一対の電極の表面の一部が露出するように
発光素子を覆う封止部材と、を備えた光源部材を準備する工程と、発光面となる第１主面
と、第１主面と反対側の第２主面であって、底面及び側面を備える凹部を有する第２主面
と、を備える導光板を準備する工程と、凹部の側面から離間するよう、凹部の底面上に、
電極を上にして光源部材を載置する工程と、凹部の側面と光源部材との間を埋設し、電極
を含む光源部材を被覆する被覆部材を配置する工程と、電極が露出するまで被覆部材を除
去する工程と、複数の発光素子と電気的に接続する金属膜を形成する工程と、を備える発
光モジュールの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　これにより、薄型化が可能な、導光板と発光素子とを備える発光モジュールを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】実施形態にかかる発光モジュールの模式平面図である。
【図１Ｂ】実施形態にかかる発光モジュールの一部拡大模式断面図である。
【図２Ａ】実施形態にかかる発光モジュールの光源部材の一例を示す模式断面図である。
【図２Ｂ】実施形態にかかる発光モジュールの光源部材の一例を示す模式断面図である。
【図２Ｃ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図２Ｄ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図２Ｅ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図２Ｆ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図２Ｇ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図２Ｈ】光源部材の製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図である。
【図３】実施形態にかかる導光板の光学機能部と凹部の一例を示す一部拡大模式平面図と
一部拡大模式側面図である。
【図４】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図で
ある。
【図５Ａ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図５Ｂ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式平面図
である。
【図５Ｃ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式平面図
である。
【図６Ａ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図６Ｂ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図６Ｃ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図７Ａ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図７Ｂ】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図
である。
【図８】実施形態にかかる発光モジュールの製造工程の一例を示す一部拡大模式断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて
特定の方向や位置を示す用語（例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用
語）を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであ
って、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また
、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。また、
各部材は、例えば硬化の前後において、また、切断の前後等において、状態や形状等が異
なる場合であっても同じ名称を用いるものとする。
【００１０】
　さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光モジュールを
例示するものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載されて
いる構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発
明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。また
、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用可
能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇張
していることがある。
【００１１】
　＜実施形態１＞
　本実施形態の発光モジュールの構成を図１Ａ、図１Ｂに示す。
　図１Ａは、本実施形態にかかる発光モジュール１００の模式平面図である。図１Ｂは、
本実施形態にかかる発光モジュール１００を示す一部拡大模式断面図であり、ここでは、
図１Ａに示すＩＢ（ＩＢ）線における断面図を示す。
【００１２】
　発光モジュール１００は、導光板１０と、導光板１０に接合された複数の光源部材２０
とを備える。複数の光源部材２０は導光板１０の第２主面１２上にマトリクス状に配置さ
れている。発光モジュール１００の導光板１０は、光取り出し面となる第１主面１１と、
第１主面１１と反対側の第２主面１２と、を備える。導光板１０は第２主面１２に複数の
凹部１２１を備えている。光源部材２０は、接合部材３０によって凹部１２１の底面上に
接合されている。
【００１３】
　光源部材２０は、凹部１２１の側面１２１ｂから離間している。凹部１２１の側面１２
１ｂと光源部材２０の側面２０ｂとの間に、被覆部材４０が配置されている。被覆部材４
０は、導光板１０の第２主面１２も覆っている。つまり、被覆部材４０は、導光板１０の
第２主面１２から凹部１２１の内部まで連続して配置されている。
【００１４】
　このような発光モジュールは、以下の工程を備える製造方法により得ることができる。
　（１）発光素子と封止部材とを備えた光源部材を準備する工程
　（２）発光面となる第１主面と、第１主面と反対側の第２主面であって、複数の凹部を
備える第２主面を備える導光板を準備する工程
　（３）凹部の側面から離間するよう、前記凹部の底面上に、前記電極を上にして前記光
源部材を載置する工程
　（４）凹部の側面と前記光源部材との間を埋設し、電極を含む光源部材を被覆する被覆
部材を配置する工程
　（５）電極が露出するまで被覆部材を除去する工程
　（６）複数の発光素子と電気的に接続する金属膜を形成する工程
【００１５】
　本開示の方法により得られる発光モジュールは、導光板上に光源部材を接合しているた
め、薄型化が可能となる。また、導光板上に光源部材を載置して接着するため、基板上に
光源部材又は発光素子を載置したものと導光板とを組み合わせて発光モジュールを形成す
る場合と比べ、光源部材又は発光素子と導光板との位置ずれが発生しづらい。これにより
、良好な光学特性を備える発光モジュールとすることができる。特に、導光板に凹部を設
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け、その凹部内に光源部材を載置することで位置決めが容易である。さらに、凹部の側面
と光源部材の側面との間に被覆部材を設けることで、導光板の第２主面及び凹部の側面へ
の光抜けを抑制することができる。これにより、第１主面１１側へ光を伝搬させ易くする
ことができる。
【００１６】
　本実施形態にかかる発光モジュール１００の製造方法の各工程について、以下に詳述す
る。図２Ａ～図８に本実施形態の発光モジュールの製造方法の一例を示す。
【００１７】
　（１）発光素子と封止部材とを備えた光源部材を準備する工程
　光源部材２０は、発光モジュール１００の光源である。１つの導光板１０に複数の光源
部材２０が接合される。発光モジュール１００の大きさや目的とする光学特性に応じて、
必要な光源部材２０を準備する。
【００１８】
　光源部材２０は、主として発光素子２１と封止部材２４と、を備える。図２Ａは、光源
部材２０の一例を示す。発光素子２１は、半導体層を含む半導体積層体２２と電極２３と
、を備える。封止部材２４は、電極２３の一部が露出するように発光素子２１を被覆して
いる。尚、図２Ａに示す光源部材２０Ｂは、電極２３の表面に金属膜２８を備える例を示
している。この金属膜２８は封止部材２４から露出された電極２３の表面を被覆するもの
であり、省略することができる。
【００１９】
　このような光源部材２０は、半導体成長等の発光素子製造工程、封止部材２４の形成工
程など、光源部材２０の製造工程の一部又は全部を経ることで準備することができる。あ
るいは、光源部材２０は、購入等により準備してもよい。
【００２０】
　光源部材２０は、例えば、図２Ｃ～図２Ｈに示す工程で製造することができる。
【００２１】
　図２Ｃ～図２Ｈは、光源部材２０の製造工程の一例を示す。まず、図２Ｃに示すように
、平板状の透光部材２６を準備する。ここでは、複数の発光素子２１を載置可能な大きさ
の透光部材２６を準備する。例えば、平面視形状が５００μｍ×５００μｍの四角形の発
光素子２１を用いる場合、平面視において６００ｃｍ×６００ｃｍの透光部材２６を用い
ることができる。透光部材２６が、蛍光体を含む波長変換部材と、蛍光体を含まない透光
部材と、の積層構造の場合は、この時点で積層させた透光部材２６を準備する。
【００２２】
　次に、図２Ｄに示すように、透光部材２６上に、複数の導光部材２５を配置する。導光
部材２５は、透光部材２６と発光素子２１とを接合する透光性の部材である。導光部材２
５の配置方法としては、例えば、図２Ｄに示すようにディスペンスノズル７０を用いて液
状の導光部材２５を吐出して透光部材２６上に配置する方法が挙げられる。その他、ピン
転写、印刷等の方法を用いることもできる。複数の導光部材２５は、それぞれ離間するよ
うに配置する。
【００２３】
　次に、図２Ｅに示すように、導光部材２５上に発光素子２１を載置する。その際、発光
素子２１の電極２３が上になるように載置する。換言すると、発光素子２１の半導体積層
体２２側（主発光面側）を導光部材２５と対向させるようにして載置する。このとき、導
光部材２５が発光素子２１の側面と接してもよい。
【００２４】
　次に、図２Ｆに示すように、発光素子２１及び導光部材２５を埋めるように反射部材２
７を配置する。発光素子２１の電極２３も反射部材２７で埋まるようにすることが好まし
い。
【００２５】
　次に、図２Ｇに示すように、反射部材２７の表面を除去して、発光素子２１の電極２３
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を露出させる。
【００２６】
　次に、図２Ｈに示すように、隣接する発光素子２１の間の反射部材２７及び透光部材２
６を切断することで、小片化された光源部材２０を得ることができる。
【００２７】
　（２）発光面となる第１主面と、第１主面と反対側の第２主面であって、複数の凹部を
備える第２主面を備える導光板を準備する工程
　導光板１０を準備する。導光板１０は、光源部材２０からの光を面状に広げる部材であ
り、光取り出し面である第１主面１１と、その反対側に位置する第２主面１２とを備えた
略板状の部材である。
【００２８】
　図３は、図１Ａに示す導光板１０の一部分である領域Ｓを拡大した図である。導光板１
０は、第２主面１２に開口形状が略四角形の凹部１２１を複数備える。この凹部１２１は
光源部材２０が配置される部分である。光源部材２０は、凹部１２１の側面１２１ｂから
離間して配置されるため、凹部１２１は、平面視において光源部材２０の大きさよりも大
きい。例えば、平面視において、凹部１２１の開口部の大きさは、光源部材２０の大きさ
より大きく、光源部材２０の面積の３００％より小さい大きさとすることができる。これ
により、効率よく第１主面側へ光を伝搬させることができる。また、凹部１２１の深さは
、光源部材２０の高さと同等以下とすることができる。これにより、効率よく第１主面側
へ光を伝搬させることができる。
【００２９】
　凹部１２１の平面視形状は、正方形形、長方形等の四角形や、三角形、六角形等の多角
形とすることができる。さらに、円形、楕円形等とすることができる。
【００３０】
　このような導光板１０は、例えば、射出成型やトランスファモールド、熱転写等で成形
することにより準備することができる。また、導光板１０の光学機能部１１１や凹部１２
１は、導光板１０の成形時に一括して金型で形成することができる。これにより、光学機
能部１１１と凹部１２１の成形位置ずれを低減することができる。また、凹部や光学機能
部を有しない板を準備し、加工することで導光板１０を準備してもよい。あるいは、凹部
１２１や光学機能部１１１を備えた導光板１０を、購入して準備してもよい。
【００３１】
　（３）凹部の側面から離間するよう、凹部の底面上に電極を上にして光源部材を載置す
る工程
　次に、図４に示すように、凹部１２１の底面１２１ａ上に、液状の接合部材３０を配置
する。接合部材３０は、ポッティング、転写、印刷等の方法で塗布することができる。図
４では、ディスペンスノズル７０を用いてポッティングすることで接合部材３０を配置す
る場合を例示している。また、接合部材３０は、光源部材２０側に設けてもよい。例えば
、吸着コレット等の吸着部材で光源部材２０をピックアップし、液状の接合部材３０に光
源部材の発光面を浸漬して導光部材２５を付着させる等の方法を用いてもよい。
【００３２】
　次に、図５Ａに示すように、凹部１２１内の接合部材３０上に、光源部材２０を載置す
る。このとき、電極２３を上にして光源部材２０を載置する。つまり、光源部材２０の発
光面２０ａと接合部材３０とが対向するよう、電極２３を上にして光源部材２０を凹部１
２１上に載置する。さらに、平面視において、光源部材２０の中心と、凹部１２１の中心
とが一致するように配置することが好ましい。
【００３３】
　光源部材２０は、凹部１２１の側面１２１ｂから離間するように配置する。詳細には、
光源部材２０の側面２０ｂと凹部１２１の側面１２１ｂとの間に隙間が形成されるように
して光源部材２０を配置する。このような隙間は、例えば、平面視において光源部材２０
の中心に対して対称となる位置において、同じ幅となるようにすることが好ましい。
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【００３４】
　凹部１２１が平面視において正方形であり、光源部材２０が平面視において正方形の場
合、図５Ｂに示すように、凹部１２１の側面１２１ｂと、光源部材２０の側面２０ｂとを
、略平行にして配置することができる。このとき、光源部材２０の各側面２０ｂと凹部１
２１の側面１２１ｂとの間の距離（幅）は、光源部材２０の全周にわたって略同じである
ことが好ましい。
【００３５】
　また、凹部１２１が平面視において正方形であり、光源部材２０が平面視において正方
形の場合、図５Ｃに示すように、凹部１２１の側面１２１ｂと、光源部材２０の側面２０
ｂとを、平面視において略４５度回転させて配置することができる。つまり、平面視にお
いて、凹部１２１の側面１２１ｂの中心と、光源部材２０の角部が、それぞれ対向するよ
うに配置される。
【００３６】
　上述のように光源部材２０を載置した後、接合部材３０を硬化させることで、光源部材
２０と導光板１０とを接合する。
【００３７】
　（４）凹部の側面と前記光源部材との間を埋設し、電極を含む光源部材を被覆する被覆
部材を配置する工程
　次に、図６Ａに示すように、導光板１０の第２主面１２と複数の光源部材２０とを被覆
する被覆部材４０を形成する。このとき、凹部１２１の側面１２１ｂと光源部材２０の側
面２０ｂとの間の隙間にも、被覆部材４０を形成する。換言すると、被覆部材４０は、光
源部材２０の側面２０ｂと、凹部１２１の側面１２１ｂに接するように形成する。さらに
、被覆部材４０は、接合部材３０と接していてもよい。また、被覆部材４０は、凹部１２
１の底面１２１ａと接していてもよい。
【００３８】
　被覆部材４０は、例えばトランスファモールド、ポッティング、印刷、スプレー等の方
法で形成することができる。この時、光源部材２０の電極２３の上面を完全に被覆するよ
うに被覆部材４０を厚く形成する。
【００３９】
　（５）電極が露出するまで被覆部材を除去する工程
　次に、図６Ｂに示すように、被覆部材４０の表面を全面にわたって研削する。これによ
り、図６Ｃに示すように、被覆部材４０から光源部材２０の電極２３を露出させる。研削
の方法としては、砥石等の研削部材８０を用いて被覆部材４０を面状に研削する方法が挙
げられる。尚、光源部材２０が電極２３に接続される金属膜２８を備える場合、金属膜２
８が露出されるまで被覆部材４０を除去してもよい。いずれの場合も、光源部材２０の発
光素子２１に給電することが可能な導電部材が露出されるまで、被覆部材４０を除去する
。
【００４０】
　（９）複数の発光素子と電気的に接続する金属膜を形成する工程
　次に、図７Ａに示すように、光源部材２０の電極２３と被覆部材４０上の略全面に、金
属膜５０を形成する。金属膜５０としては、例えば、導光板１０側からＣｕ／Ｎｉ／Ａｕ
の順に積層させた積層構造とすることができる。金属膜５０の形成方法としては、スパッ
タ、メッキ等が挙げられ、スパッタで形成することが好ましい。
【００４１】
　次に、金属膜５０にレーザ光を照射し、照射した部分の金属膜５０を除去するレーザア
ブレーションによってパターニングし、図７Ｂに示すような、分離された金属膜５０を形
成する。金属膜５０は、光源部材２０の電極２３と電気的に接続されている。
【００４２】
　次に、図８に示すように、この金属膜５０と別途準備した配線基板６０の配線６２とを
接着シート等を間に介して圧着して接着する。この時、配線６２の一部（例えばビア）内
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に充填された導電性材料を加圧と加熱によって一部溶解させることで、金属膜５０と配線
６２とを電気的に接続する。
　このようにして、本実施形態の発光モジュール１００を得ることができる。
【００４３】
　複数の光源部材２０は、それぞれが独立で駆動するように配線することができる。また
、導光板１０を複数の範囲に分割し、１つの範囲内に実装された複数の光源部材２０を１
つのグループとし、１つのグループ内の複数の光源部材２０同士を直列又は並列に電気的
に接続することで同じ回路に接続し、このような光源部材グループを複数備えるようにし
てもよい。このようなグループ分けを行うことで、ローカルディミング可能な発光モジュ
ールとすることができる。
【００４４】
　本実施形態の発光モジュール１００は、１つが１つの液晶ディスプレイ装置のバックラ
イトとして用いられてもよい。また、複数の発光モジュール１００が並べられて１つの液
晶ディスプレイ装置のバックライトとして用いられてもよい。
【００４５】
　１つの発光モジュール１００は１つの配線基板６０に接合されてもよい。また、複数の
発光モジュール１００が、１つの配線基板６０に接合されてもよい。これにより、外部と
の電気的な接続端子（例えばコネクタ）を集約できる（つまり、発光モジュール１つごと
に用意する必要がない）ため、液晶ディスプレイ装置の構造を簡易にすることができる。
【００４６】
　また、この複数の発光モジュール１００が接合された１つの配線基板６０を複数並べて
一つの液晶ディスプレイ装置のバックライトとしてもよい。この時、例えば、複数の配線
基板６０をフレーム等に載置し、それぞれコネクタ等を用いて外部の電源と接続すること
ができる。
【００４７】
　発光モジュールを構成する各部材について、以下に詳述する。
【００４８】
　（光源部材）
　光源部材２０は、発光素子２１と封止部材２４とを備える。封止部材２４は、発光素子
２１の表面を被覆する部材であり、主として樹脂材料で構成される。また、封止部材２４
は発光素子２１の主発光面２２ａを覆う部分の少なくとも一部は透光性であり、この透光
性の部分から光が取り出されて、導光板に入射される。光源部材２０は、発光素子２１単
独ではなく、このような封止部材２４を備えることで、発光素子２１の強度を向上させる
ことができる。そのため、以降の工程を安定して行うことができる。さらに、封止部材２
４中に波長変換部材を含む場合は、光源部材２０の発光色を予め所望の色度となるように
調整することができる。これにより、発光モジュール１００の色ムラを低減することがで
きる。
【００４９】
　発光素子２１は、公知の半導体発光素子を利用することができる。本実施形態において
は、発光素子２１として発光ダイオードを例示する。発光素子２１は、主に発光を取り出
す主発光面２２ａと、主発光面２２ａと反対側の電極形成面２２ｂとを備える半導体積層
体２２と、電極形成面２２ｂに形成された一対の電極２３と、を有する。一対の電極２３
は発光素子２１の同一面側に配置されており、後述する配線基板６０と対向して配置され
、任意に金属膜５０等を介して、配線基板６０の配線６２と電気的に接続される。
【００５０】
　発光素子２１は、例えば、サファイア等の透光性基板と、透光性基板の上に積層された
半導体層とを備えた半導体積層体２２を備える。半導体積層体２２は、発光層と、発光層
を挟むｎ型半導体層およびｐ型半導体層とを含み、ｎ型半導体層およびｐ型半導体層にｎ
側電極およびｐ側電極がそれぞれ電気的に接続される。発光素子２１は、例えば透光性基
板を備える主発光面２２ａが導光板と対向して配置され、主発光面２２ａと反対側の電極
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形成面２２ｂに一対の電極２３を有する。
【００５１】
　発光素子２１は、任意の波長の光を出射する素子を選択することができる。例えば、青
色、緑色の光を出射する素子としては、窒化物系半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ
、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）またはＧａＰを用いた発光素子を用いることができる。
また、赤色の光を出射する素子としては、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＩｎＧａＰなどの半導体を
含む発光素子を用いることができる。さらに、これら以外の材料からなる半導体発光素子
を用いることもできる。半導体層の材料およびその混晶度によって発光波長を種々選択す
ることができる。用いる発光素子の組成、発光色、大きさ、個数などは、目的に応じて適
宜選択すればよい。発光モジュール１００が波長変換部材を備える場合、発光素子２１は
、波長変換部材を効率良く励起できる短波長の光を出射することが可能な窒化物半導体（
ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を備えることが好ましい
。
【００５２】
　発光素子２１の大きさは、例えば、平面視において縦および横の寸法が１０００μｍ以
下が好ましく、より好ましくは縦および横の寸法が５００μｍ以下であり、さらに好まし
くは、縦および横の寸法が２００μｍ以下である。このような発光素子を用いると、液晶
ディスプレイ装置のローカルディミングを行った際に、高精細な映像を実現することがで
きる。
【００５３】
　封止部材２４は、例えば、図２Ｂに示すように、発光素子２１の表面の全体を覆う１つ
の透光部材２６で構成することができる。あるいは、図２Ａに示すように、発光素子２１
の主発光面２２ａを覆う透光部材２６と、発光素子２１の側面を覆う反射部材２７と、を
備える複数の部材で構成される封止部材２４とすることができる。
【００５４】
　図２Ａに示す例では、反射部材２７は、電極２３を覆うようにして、発光素子２１の電
極形成面２２ｂも覆っている。更に、これらの部材に加えて、封止部材２４は、発光素子
２１の側面の一部を覆い、反射部材２７で被覆される導光部材２５を備える例を示してい
る。
【００５５】
　封止部材２４の一部を構成する透光部材２６は、少なくとも発光素子２１からの光を透
過させる透光性であり、発光素子２１から出射される光の６０％以上を透過し、好ましく
は９０％以上を透過する。透光部材２６の材料としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂
等の透光性の熱硬化性の樹脂材料等を用いることができる。透光部材２６の厚みは、例え
ば、１００μｍ～２００μｍである。
【００５６】
　透光部材２６は、発光素子２１からの光の波長を異なる波長の光に変換する蛍光体を含
有する波長変換部材を含んでいてもよい。例えば、透光部材２６の全体が波長変換部材で
あってもよいし、又は、蛍光体を含有しない透光部材と、蛍光体を含有する透光部材（波
長変換部材）とが積層された透光部材であってもよい。
【００５７】
　波長変換部材は、母材として上述の透光部材２６の材料等で列挙した透光性材料と、波
長変換物質として粒子状の蛍光体と、を含む。例えば、母材の材料として、エポキシ樹脂
、シリコーン樹脂、これらを混合した樹脂、または、ガラスなどの透光性材料を用いるこ
とができる。波長変換部材の耐光性および成形容易性の観点からは、波長変換部材の母材
としてシリコーン樹脂を選択すると有益である。
【００５８】
　波長変換部材は、光拡散物質を含んでいてもよい。光拡散物質としては、例えばＳｉＯ

２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｎＯ等の微粒子が挙げられる。
【００５９】
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　蛍光体としては、例えば、ＹＡＧ系蛍光体、βサイアロン蛍光体またはＫＳＦ系蛍光体
等のフッ化物系蛍光体などが挙げられる。１つの波長変換部材に、１種類又は複数種類の
蛍光体を含むことができる。複数種類の蛍光体は、混合させて用いてもよく、あるいは積
層させて用いてもよい。例えば、青色系の光を出射する発光素子２１を用い、蛍光体とし
て緑色系の発光をするβサイアロン蛍光体と赤色系の発光をするＫＳＦ系蛍光体等のフッ
化物系蛍光体とを含むことができる。このような２種類の蛍光体を用いることで、発光モ
ジュールの色再現範囲を広げることができる。また、蛍光体は量子ドットであってもよい
。
【００６０】
　蛍光体は、波長変換部材の内部においてどのように配置されていてもよい。例えば、蛍
光体は、波長変換部材の内部において略均一に分布していてもよく、一部に偏在してもよ
い。
【００６１】
　封止部材２４の一部を構成する導光部材２５は、発光素子２１と透光部材２６とを、接
合する部材である。導光部材２５は、透光性であり、発光素子２１から出射される光の６
０％以上を透過し、好ましくは９０％以上を透過する。そのため、導光部材２５は、拡散
部材等を含むことは可能であり、拡散部材等を含まない透光性の樹脂材料のみで構成され
てもよい。
【００６２】
　導光部材２５は、発光素子２１の側面（主発光面２２ａと電極形成面２２ｂをつなぐ面
）を被覆していてもよい。これにより、発光素子２１の側面方向に出射された光を導光部
材２５内に効率的に取り出し、発光モジュール１００の発光効率を高めることができる。
【００６３】
　導光部材２５の材料としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の透光性の熱硬化性の
樹脂材料等を用いることができる。
【００６４】
　封止部材２４の一部を構成する反射部材２７は、発光素子２１から出射される光に対し
て６０％以上の反射率を有し、好ましくは９０％以上の反射率を有する。反射部材２７の
材料は、白色の顔料等を含有させた樹脂材料であることが好ましい。特に、酸化チタンを
含有させたシリコーン樹脂が好ましい。
【００６５】
　光源部材２０は、図２Ｂに示すように、電極２３と電気的に接続される金属膜２８を備
えていてもよい。このような金属膜２８は、図２Ａに示すような、複数の部材で構成され
る封止部材２４を備えた光源部材２０に備えることもできる。金属膜２８の材料は、例え
ば、Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕの順に積層させた積層構造とすることができる。
【００６６】
　（導光板１０）
　導光板１０は、光源部材２０からの光が入射され、面状の発光を行う透光性の板状部材
である。導光板１０は、発光面となる第１主面１１と、第１主面１１と反対側の第２主面
１２と、を備える。
【００６７】
　導光板１０の大きさは、例えば、一辺が１ｃｍ～２００ｃｍ程度とすることができ、３
ｃｍ～３０ｃｍ程度が好ましい。導光板１０の厚みは０．１ｍｍ～５ｍｍ程度とすること
ができ、０．５ｍｍ～３ｍｍが好ましい。尚、ここでの「厚み」とは、例えば、第１主面
１１や第２主面１２に凹部や凸部等がある場合は、それらがないものと仮定した場合の厚
みを指すものとする。
　導光板１０の平面形状は例えば、略矩形や略円形等とすることができる。
【００６８】
　導光板１０の材料としては、アクリル、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン、ポリ
エチレンテレフタレート、ポリエステル等の熱可塑性樹脂、エポキシ、シリコーン等の熱
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硬化性樹脂等の樹脂材料やガラスなどの光学的に透明な材料を用いることができる。特に
、熱可塑性の樹脂材料は、射出成型によって効率よく製造することができるため、好まし
い。なかでも、透明性が高く、安価なポリカーボネートが好ましい。導光板１０に光源部
材２０を接合した後に配線基板を貼りつける本実施形態の発光装置の製造方法においては
、半田リフローのような高温がかかる工程を省略できるため、ポリカーボネートのような
熱可塑性であり耐熱性の低い材料であっても用いることができる。
【００６９】
　導光板１０は単層で形成されていてもよく、複数の透光性の層が積層されて形成されて
いてもよい。複数の透光性の層が積層されている場合には、任意の層間に屈折率の異なる
層、例えば空気の層等を設けてもよい。これにより、光をより拡散させやすくなり、輝度
ムラを低減した発光モジュールとすることができる。このような構成は、例えば、任意の
複数の透光性の層の間にスペーサを設けて離間させ、空気の層を設けることで実現するこ
とができる。
【００７０】
　（凹部）
　導光板１０は、第２主面１２側に、凹部１２１を備える。凹部１２１は、発光素子２１
を配置する位置の目標とする部分である。
　凹部１２１の平面視における大きさは、例えば、０．０５ｍｍ～１０ｍｍとすることが
でき、０．１ｍｍ～１ｍｍが好ましい。深さは０．０５ｍｍ～４ｍｍとすることができ、
０．１ｍｍ～１ｍｍが好ましい。光学機能部１１１と凹部１２１の間の距離は、光学機能
部１１１と凹部１２１が離間している範囲で適宜設定できる。
【００７１】
　凹部１２１の平面視形状は、例えば、略矩形、略円形とすることができ、凹部の配列ピ
ッチ等によって選択可能である。凹部の配列ピッチ（最も近接した２つの凹部の間の距離
）が略均等である場合には、略円形または略正方形が好ましい。なかでも、略円形とする
ことで、光源部材２０からの光を良好に広げることができる。
【００７２】
　複数の凹部１２１は、導光板１０の平面視において、二次元に配列される。好ましくは
、複数の凹部１２１は、直交する二方向、つまり、ｘ方向（横方向）およびｙ方向（縦方
向）に沿って二次元的に配列される。図１Ｂに示すように、凹部１２１のｘ方向の配列ピ
ッチとｙ方向の配列ピッチは、同じであってもよいし、異なっていてもよい。また、配列
の二方向は、直交していなくてもよい。また、ｘ方向またはｙ方向の配列ピッチは等間隔
に限られず、不等間隔であってもよい。例えば、導光板１０の中央から周辺に向かって間
隔が広くなるように凹部１２１が配列されていてもよい。なお、凹部１２１間のピッチと
は、凹部１２１の中心（光軸）間の距離である。凹部１２１間のピッチは、例えば、０．
０５ｍｍ～２０ｍｍ程度とすることができ、１ｍｍ～１０ｍｍ程度が好ましい。
【００７３】
　（光学機能部）
　導光板１０は、第１主面１１側に光学機能部１１１を備えていてもよい。光学機能部１
１１は、例えば、光を導光板１０の面内で広げる機能を有することができる。
【００７４】
　光学機能部１１１としては、第１主面１１側に設けられた錐体状又は錐台体状の凹みと
することができる。具体的には、錐体状の凹みとしては、円錐や四角錐、六角錐等の多角
錐形が挙げられ、錐台体状の凹みとしては、円錐台や四角錐台、六角錐台等の多角錐台形
が挙げられる。錐体台状の凹みの場合、その頂部に相当する部分の平面視における大きさ
は、光源部材２０の平面視における大きさの１００％～５００％とすることができる。
【００７５】
　これらの凹みには、導光板１０と屈折率の異なる材料（例えば空気）を配置することが
できる。また、凹みに光反射性の材料（例えば金属等の反射膜や白色の樹脂）等を設けた
ものであってもよい。光学機能部１１１の傾斜面は、断面視において直線でもよく、曲線
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でもよい。
【００７６】
　光学機能部１１１は、後述するように、それぞれの光源部材２０に対応する、つまり、
第２主面１２側に配置された光源部材２０と反対側の位置に設けられることが好ましい。
特に、光源部材２０の光軸と、光学機能部１１１の光軸とが略一致することが好ましい。
例えば、光学機能部１１１の凹みが錐体の場合は、その頂部が光源部材２０の光軸と略一
致することが好ましい。また、光学機能部１１１の凹みが錐体台の場合は、頂部に相当す
る面が、光源部材２０の光軸上に位置することが好ましい。
【００７７】
　光学機能部１１１の大きさは、適宜設定することができる。図１Ｂに示す光学機能部１
１１は、第１主面１１において円形の開口部を備える円錐台状の凹部であり、開口の直径
は光源部材２０よりも大きい例を示している。
【００７８】
　（接合部材）
　接合部材３０は、光源部材２０から出射される光を導光板１０に伝播させる役割を有す
る。接合部材３０は、導光板１０の第２主面１２側の凹部１２１内に配置される透光性の
部材である。接合部材３０の平面視における大きさは、凹部１２１の底面１２１ａの大き
さよりと同じか、それよりも小さいことが好ましい。
【００７９】
　接合部材３０は、透光性であり、光源部材２０から出射される光の６０％以上を透過し
、好ましくは９０％以上を透過する。また、接合部材３０は、導光板１０の材料と同程度
の屈折率を有する材料が好ましい。例えば、母材の材料として、エポキシ樹脂、シリコー
ン樹脂、これらを混合した樹脂、または、ガラスなどの透光性材料を用いることができる
。導光部材２５の耐光性および成形容易性の観点からは、接合部材３０の母材としてシリ
コーン樹脂を選択すると有益である。
【００８０】
　（被覆部材４０）
　被覆部材４０は、複数の光源部材２０の側面と導光板１０の第２主面１２とを被覆して
いる。更に、被覆部材４０は、凹部１２１の内部にも配置されており、凹部１２１の側面
１２１ｂを被覆している。被覆部材４０は、光反射性部材であることが好ましい。被覆部
材４０を光反射性部材とすることで、光源部材２０からの発光を導光板１０に効率よく取
り入れることができる。
【００８１】
　被覆部材４０は、光源部材２０から出射される光に対して６０％以上の反射率を有し、
好ましくは９０％以上の反射率を有する。被覆部材４０の材料は、白色の顔料等を含有さ
せた樹脂材料であることが好ましい。特に、酸化チタンを含有させたシリコーン樹脂が好
ましい。これにより、導光板１０の一面を被覆するために比較的大量に用いられる材料と
して酸化チタンのような安価な原材料を多く用いることで、発光モジュール１００を安価
にすることができる。
【００８２】
　（金属膜）
　発光モジュール１００には、複数の光源部材２０の電極２３と電気的に接続される金属
膜５０が設けられていてもよい。金属膜５０は、被覆部材４０と電極２３との両方を被覆
するように配置される。金属膜５０の材料は、例えば、Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕの順に積層させ
た積層構造とすることができる。
【００８３】
　（配線基板）
　発光モジュール１００は、図１Ｂに示すように、配線基板６０を有していてもよい。配
線基板６０は、絶縁性の基材６１と、複数の光源部材２０と電気的に接続される配線６２
等を備える基板である。配線基板６０を備えることで、ローカルディミング等に必要な複
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雑な配線を容易に形成することができる。この配線基板６０は、光源部材２０を導光板１
０に接続し、被覆部材４０及び金属膜５０を形成した後に、別途準備した配線基板６０の
配線６２と、金属膜５０とを、接合することで形成することができる。また、光源部材２
０と接続する金属膜５０を設ける際、金属膜５０を光源部材２０の電極２３の平面形状よ
りも大きい形状とすることで、この配線基板６０と光源部材２０との電気的な接合を容易
に行うことができる。
【００８４】
　配線基板６０は、例えば、絶縁性の基材６１に設けられた複数のビアホール内に充填さ
れた導電性部材と、基材６１の両面側において導電性部材と電気的に接続された配線６２
と、を備える。
【００８５】
　配線基板６０の基材６１の材料としては、例えば、セラミックス又は樹脂を用いること
ができる。低コストおよび成形容易性の点から、樹脂を基材６１の材料として選択しても
よい。樹脂としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＴレジン、ポ
リフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、不飽和ポリエステ
ル、ガラスエポキシ等の複合材料等を挙げることができる。また、リジッド基板であって
もよく、フレキシブル基板であってもよい。
【００８６】
　配線６２は、例えば、基材６１上に設けられた導電箔（導体層）であり、複数の光源部
材２０と電気的に接続される。配線６２の材料は、高い熱伝導性を有していることが好ま
しい。このような材料として、例えば銅などの導電材料が挙げられる。また、配線６２は
、メッキや導電性ペーストの塗布、印刷などで形成することができ、配線６２の厚みは、
例えば、５～５０μｍ程度である。
【００８７】
　配線基板６０は、どのような方法で導光板１０等と接合されていてもよい。例えば、シ
ート状の接着シートを、導光板１０の反対側に設けられた被覆部材４０の表面と、配線基
板６０の表面との間に配置し、圧着することで、接合することができる。また、配線基板
６０の配線６２と光源部材２０との電気的接続はどのような方法で行われてもよい。例え
ば、ビアホール内に埋め込んだ金属である導電性部材を加圧と加熱により溶かして金属膜
５０と接合することができる。
【００８８】
　なお、配線基板６０は、積層構造を有していてもよい。例えば、配線基板６０として、
表面に絶縁層が設けられた金属板を用いてもよい。また、配線基板６０は複数のＴＦＴ（
Ｔｈｉｎ－Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を有するＴＦＴ基板であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本開示に係る発光モジュールは、例えば、液晶ディスプレイ装置のバックライトとして
利用することができる。
【符号の説明】
【００９０】
　１００…発光モジュール
　１０…導光板
　　１１…第１主面（光取り出し面）
　　　１１１…光学機能部
　　１２…第２主面
　　　１２１…凹部
　　　　１２１ａ…凹部の底面
　　　　１２１ｂ…凹部の側面
　２０…光源部材
　　２０ａ…光源部材の発光面
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　　２０ｂ…光源部材の側面
　　２０ｃ…光源部材の電極面
　　２１…発光素子
　　　２２…半導体積層体（２２ａ…主発光面、２２ｂ…電極形成面）
　　　２３…電極
　　２４…封止部材
　　　２５…導光部材
　　　２６…透光部材
　　　２７…反射部材
　　　２８…金属膜
　３０…接合部材
　４０…被覆部材
　５０…金属膜
　６０…配線基板
　　６１…基材
　　６２…配線
　７０…ディスペンスノズル
　８０…研削部材

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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